












移住者居住支援

定住促進(移住後一年を経過した市内居住者の方対象)

若年・子育て世帯
定住促進住宅取得補助金

若年夫婦(40歳以下)及び
子育て(中学生以下)世帯への
新築及び購入(新築・中古)補助

20万円以内　※加算項目有
(合計　最大50万円)

1/10
●5年以内に取り壊しや
　売却によって転居しないこと
●自治会に加入できる世帯

移住支援補助金

同居家族支援
住宅補助金

新築補助

50万円以内 1/5

新婚世帯結婚祝い品 新婚夫婦へ商品券贈呈
(「いいふうふ」にちなんで)

1世帯22,000円分 -

引越費用の補助
(※実家等での同居であっても用可)

2/3

新婚生活家賃補助金

新婚世帯(夫婦のみ)への
家賃補助

●別々に暮らしている二世代が
　新たに同居を始める場合
●どちらかの世帯が市内に
　1年以上居住していること
※住宅改修補助は市内業者に限る

購入(新築・中古)補助

住宅改修補助

三世代家族定住支援
住宅補助金

新築補助

100万円以内 1/5

●中学生以下の子どもがいる
　子育て世帯と、その親世帯が
　同居を予定している場合
●子世帯または親世帯の
　どちらかが、市内に１年以上
　居住していること

購入(新築・中古)補助

住宅改修補助

R3年4月1日以降に婚姻した
夫婦世帯

補　助　金　名 事　業　内　容 補　助　額 補助率 条　件

条　件

新婚生活応援補助金

仲介手数料の補助

5万円以内

10/10

①今後、5年以上、
　定住を誓約できる世帯
②移住者居住支援事業等の
　対象とならない世帯
③以前に同様の補助を
　利用した者がいない世帯
④婚姻日から1年以内に
　補助申請をした世帯

月30,000円以内(最長24月)

家賃の
1/2

子育て(中学生以下)新婚世帯への
家賃補助

月30,000円以内(最長36月)

補　助　金　名 事　業　内　容 補　助　額 補助率

●転入前1年以上、
　市外に居住していた方
●今後、5年以上、
　定住を誓約できる方
●空き家バンク物件も利用可能

若年夫婦(40歳以下)への補助 月15,000円以内(最長24月)

子育て(中学生以下)世帯への補助 月15,000円以内(最長36月)

Ｕターン支援
住宅改修補助金

実家等の改修補助 50万円以内 1/2

●転入前5年以上、
　市外に居住していた方
●実家等が空き家となっている
　場合の改修補助

定住促進住宅取得補助金 新築補助・購入(新築・中古)補助
100万円以内　※加算項目有
(合計　最大120万円)

10/1

若年・子育て世帯
家賃補助金

若年単身者(30歳以下)への補助 月15,000円以内(最長24月)

家賃の
1/2

仲介手数料の補助 5万円以内 10/10

●転入前5年以上、
　市外に居住していた方
●今後、5年以上、
　定住を誓約できる方

引越費用の補助 10万円以内(子育て世帯20万円以内) 2/3

20万円
若年夫婦(40歳以下)世帯30万円
子育て(中学生以下)世帯40万円

-
移住応援給付金
(県外移住者)

補　助　金　名 事　業　内　容 補　助　額 補助率 条　件

U
・
I
・
J
タ
ー
ン
支
援

U
タ
ー
ン

支
援

新
婚
生
活
応
援
事
業
補
助
金

定
住
促
進
住
宅
補
助
金

空き家バンク制度

空き地バンク制度

空き家所有者 利 用 者

土地の契約締結から一年以内かつ空き地バンク登録後に申請可
住宅建築の契約後申請可

補助≪登録後に利用可能≫ 補助≪契約成立後に利用可能≫

空き地所有者 利 用 者

≪補助≫ ≪補助≫

・空き家・空き地の内覧については、事前に利用の申請と日程の予約をお願いします。

・一つの物件に対して複数人の申し出があった場合は、

一番初めに見学希望の連絡があった方を優先します。

・一度に複数の空き家交渉の申し入れをすることはできません。

・交渉・契約に関して臼津宅地建物流通センターが仲介をします。

契約成立の際は、仲介手数料が発生しますので、予めご了承ください。

家財処分費 ▶ 10万円以内

(10/10)
※家財処分費の補助は所有者、利用者

いずれか一方が利用可能です。

成約奨励金 ▶ 1万円

空き家バンク

（臼杵市）

臼津宅地建物

流通センター

家財処分費 ▶ 10万円以内(10/10)

仲介手数料 ▶ 5万円以内(10/10)

改 修 費 ▶ 利用移住者

100万円以内(1/2)

市内在住貸家居住利用者

50万円以内(1/2)

リフォーム費 ▶ 75万円以内(1/2)
※DIYのみの場合は上限50万円、

併用して業者に依頼することも可

(ただし上限25万円)

登 録 見 学

調整・交渉調整・交渉

知っておきたい、補助金関係

登録奨励金 ▶ 1万円

空き地バンク

（臼杵市）

臼津宅地建物

流通センター

仲介手数料 ▶ 5万円以内

(10/10)

登 録 見 学

調整・交渉調整・交渉

連

携

連

携

令和４年度の制度内容となりますので、令和５年度以降は変更になる可能性があります。

利用希望者の方へ

移住にはお金がかかります。引っ越し費用はもちろん、家を借りるのか？買うのか？

一人ひとりの環境によって変わってきます。

移住支援補助金、空き家・空き地バンク制度について紹介します。



臼杵市役所　地域力創生課　定住促進グループ



臼杵市役所　地域力創生課


